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第２期千葉県国民健康保険運営方針に基づく県の取組状況（令和７年度）について 
 

 

１ 概 要 

県では、国保制度運営に当たり、県と市町村が共通認識を持って保険者としての事務を実施するための統一的な 

運営方針となる「第２期千葉県国民健康保険運営方針」を令和６年３月に策定しており、国民健康保険の安定的な財

政運営及び市町村の事業運営の広域化や効率化を図ることとしている。 

本方針に基づき取組状況等を千葉県国民健康保険運営協議会に毎年報告し、意見をいただきながら、取組の改善を

図ることとしていることから、令和７年度の県の取組状況について報告するもの。 

 

２ 取組状況  

項目 取組状況 

２ 市町村の標準的な保険

料の算定方法及びその水準

の統一 

（運営方針Ｐ１８） 

 

○ 令和７年度千葉県国民健康保険ワーキンググループの開催 

  千葉県、市町村実務担当者（４市町村）、千葉県国民健康保険連合会が構成する歳入・歳出

等ワーキンググループ、賦課徴収ワーキンググループ、保健事業等ワーキンググループを  

開催。保険料水準の統一に向けた協議を実施。 

 

➤ 課題と今後の取組 

保険料水準の統一に向けた課題については、ワーキンググループで引き続き検討を重ねる。その後、ワーキンググループ

で協議した内容をもとに、千葉県、各支部代表市町村係長または実務担当者（１３市町村）、千葉県国民健康保険連合会で構

成される千葉県国民健康保険作業部会において課題を協議する。作業部会で決定した方針については、千葉県国民健康保険

連携会議及び千葉県国民健康保険運営協議会で諮ることとする。 

 

項目 取組状況 

３ 保険料の徴収の適正な

実施 

ウ 県の取組 

（運営方針Ｐ２３） 

○ 県民の保険料納付意識の向上を図るとともに、市町村が行う収納対策を支援するなどの取組 

１  令和６年度県平均収納率 ９２．７０％（速報値） [Ｒ５：９２．８２％] 

令和８年度までの目標収納率の達成：１８市町村［Ｒ５：３３市町村］ 

a※「千葉県国民健康保険運営方針」において、目標収納率を設定 

 

２ 徴収指導員による指導：定期指導（３年ごとに対象）や特別指導（保険料(税)の収納率 

が運営方針に定める目標収納率に達していない市町村のうち目標数値との差が大きい  

市町村が対象）において、困難事案への対応策や財産調査を踏まえた滞納整理等に関する

指導を行うもの。 

※２４市町村 [Ｒ６：２３市町村] 

 

３ 徴収指導員による技術的助言：保険料(税)の収納率が運営方針に定める目標収納率に  

達していない市町村のうち定期指導および特別指導に該当しない市町村を対象に、徴収方法

や滞納者の実態把握等に関する助言を行うもの。 

※６市町村 [Ｒ６：１１市町村] 

 

４ 収納事務初任者研修：国保主管課に新規で配属された市町村職員等を対象に、国民健康  

保険制度全般にわたる基礎的な知識を習得し、国保事業の円滑な運営と事務処理に資する

ことを目的に開催。 

※５月１５日開催 [Ｒ６：５月１０日開催] 

 

５ 収納実務研修：市町村国保保険料(税)収納実務担当者を対象に、外部講師・県保険指導 

課職員による講演および市町村職員による事例発表を実施し、収納率向上に寄与すること

を目的に開催。 

※７月９日開催 [Ｒ６：６月１２日開催] 
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項目 取組状況 

６ 国保連が実施する収納率向上対策研修との連携：国保連が収納率向上アドバイザー派遣

事業に代え実施する研修に対する市町村への参加呼びかけ、助言等を実施。 

※８月５日開催 [Ｒ６：８月２日開催] 

 

 ７ 保険料（税）収納率の優良団体（県内外問わず）に積極的に訪問し、優良事例などを研修

や定期指導等の機会を捉えて情報共有する。 

※ 令和７年度は横浜市及び川崎市に訪問し、定期指導等を通して情報共有した。 

 

８ 収納率向上のための広報 

（１）リーフレット「国保の保険料（税）」の作成 

※６，７００部を作成し、市町村・職業安定所・県政情報コーナーにて配布 

（２）１１月を「ちば国保月間」として取組を強化 

 ・県民だより１１月号「記事『１１月は「ちば国保月間」です』」を掲載 

 ・ラジオＣＭ（BAYFM）の放送（１１月に２８回〔２０秒／回〕） 

 

➤ 課題と今後の取組 

運営方針に掲げる令和８年度までの目標収納率に達していない団体が多数であることから、目標の達成に向け、県の徴収

指導員による実践的な収納指導・助言を継続して行うとともに、収納実務研修において優れた取組を実践している自治体の

講師を招いて講義を実施すること、また、県繰入金の交付金により、口座振替の原則化やスマートフォン決済アプリによる

納付方法の導入などの収納に係る取組に対して、支援を行う。 

 

４ 保険給付の適正な実施 

ウ 県の取組 

（運営方針Ｐ２５） 

 

 

 

 

① 市町村に対して定期的・計画的な指導・助言を行い、レセプト点検や第三者行為求償事務の

取組の充実・強化を支援するなどの取組 

   レセプト点検の実施体制や複数月のレセプトの縦覧的な点検、交通事故などが疑われる 

事案の被保険者への届出の勧奨などの第三者求償事務の実施状況等について確認し、指導・

助言を実施。 

（１） 定期指導の実施：１８市町村[Ｒ６：１８市町村] 

（２）千葉県国民健康保険連絡会議等における研修等の実施 

→ 診療報酬の算定誤りのチェックなどレセプト点検の充実強化に係る集団指導 

（令和７年度市町村等国保・保健主管課長会議） 

→ 第三者行為求償事務の取組に関する市町村担当者向け研修会 

（令和７年度市町村等国保・保健主管課長会議） 

② 県によるレセプト点検に関する取組状況 

「県による国民健康保険の保険給付の点検調査等に係る事務処理の方針」に基づき、医療

給付専門指導員(２名)により、令和２年１月から、広域的・医療に関する専門的な見地によ

る給付点検調査を実施。 

 → レセプト点検実施数   １４，４７９件（令和６年度総数） 

   国保連合会への再審査依頼数    ５件（令和６年度総数） 

   市町村への疑義案件情報提供件数  ３件（令和６年度総数） 

③ 関東信越厚生局千葉事務所と連携して保険医療機関等の指導を実施 

→ 令和６年度指導件数    ２，８４８件（うち、新規個別３０１件） 

   → 新規指定後概ね１年以内の医療機関等に対しｅラーニング形式の集団指導を実施。

また、レセプトの１件当たりの平均点数が高い医療機関等に対し講習会形式の集団

指導を実施。 

④ 関東信越厚生局千葉事務所と連携して柔道整復師等の指導を実施 

→ 国が定めた「受領委任の取扱規程」に基づき、療養費の算定、療養費の請求等に   

ついて指導を実施する。 

→ 概ね１年以内に新規に受領委任の取扱いの承諾を受けた柔道整復師等に対し講習会 

形式の集団指導を実施。（令和７年度 ２回実施） 
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項目 取組状況 

➤ 課題と今後の取組 

複数月レセプトの縦覧的な点検の推進等により効率的な点検を行い、診療報酬の適正な支払いを確保する必要がある 

ことから、引き続き、市町村に対して指導・助言を行っていくとともに、必要に応じて県の医療給付専門指導員等による

レセプト点検等の取組を通じて、市町村を指導・支援していく。 

また、交通事故など第三者の不法行為により生じた給付の求償事務が適切に行われるよう、引き続き、市町村への定期

指導や研修会において指導・助言を行っていく。 

 

５ 医療費の適正化の取組 

ウ 県の取組 

（運営方針Ｐ２７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 県民に対し、医療機関等の機能に応じた適切な受診や特定健診等の受診促進等を啓発する

ための広報等を行うなどの取組 

１ リーフレット「国保の保険料（税）」を作成し県内の市町村・職業安定所・県政情報    

コーナーにて配布。（リフィル処方箋及びバイオ後続品の周知・啓発による医療費の適正化） 

２ １１月を「ちば国保月間」として取組を強化 

（１）県民だより１１月号への掲載（特定健康診査・特定保健指導の受診勧奨） 

 a（２）ラジオＣＭ（BAYFM）による特定健康診査の受診勧奨（１１月に２８回〔２０秒／回〕） 

 ３ 特定健診受診促進のための広報を実施 

 （１）県内地方銀行及び市町村等にて啓発用リーフレットを配布 

 （２）ＷＥＢ、電車内及び映画上映前広告での啓発用動画による広報 

② 糖尿病性腎症の重症化予防の取組状況 

千葉県糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会において、市町村における重症化予防の取組

内容を共有するとともに、協力医養成や県内における検査体制整備に向けた検討などを実施。 

 （検討会実施状況） 

千葉県糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会：第１回９月１８日実施 

（第２回３月実施予定） 

③ ＫＤＢデータ等を活用した医療費の分析・健康課題の把握(国保ヘルスアップ支援事業) 

ＫＤＢ（国保データベース）システムの健診結果・レセプトデータ等を分析し、分析結果を

市町村と共有するとともに、市町村の保健事業に活用するための研修会を実施する。 

（２月に研修会実施予定） 

④  定期指導の実施    

  特定健診受診率・特定保健指導実施率の向上や後発医薬品の利用促進などの取組について

指導・助言を実施：１８市町村 [Ｒ６：１８市町村] 

⑤  県繰入金の活用による市町村支援  

  特定健診・特定保健指導の未受診者対策や生活習慣病の重症化予防などに取り組む市町村

に対し、取組内容に応じて、県繰入金を活用した特別交付金を交付することにより支援。 

 

➤ 課題と今後の取組 

医療の高度化や高齢化の進展に伴い医療費の増加が見込まれることから、特定健診受診率・特定保健指導実施率の向上

や糖尿病性腎症の重症化予防、後発医薬品の利用促進などの医療費適正化の取組を推進する必要がある。 

そのため、引き続き、定期指導において市町村へ指導・助言を行うとともに、ＷＥＢ等広告やラジオＣＭ等による周知  

啓発、糖尿病性腎症重症化予防対策の推進などに取り組んで行く。 

健診結果・レセプトデータ等の活用については、市町村が行う保健事業や医療費適正化の取組に資するよう、引き続き、

データ分析を行い市町村へ情報提供するとともに分析結果を活用するための研修を実施する。併せて、分析結果をホーム

ページで公表し、地域の医療関係者等と連携した市町村の保健事業におけるデータ活用の取組を支援していく。 

 

６ 保険者業務の広域化及

び効率化並びに国保財政の

健全化の推進 

（運営方針Ｐ２７） 

 

 

 

①  市町村が担う事務の効率的な運営の推進などの取組 

１ 国民健康保険システムの標準化対応に向けた情報提供等 

 （１）国民健康保険システム標準仕様書【第１.５版】の策定に係る意見照会（７月実施） 

 a（２）国民健康保険システム標準仕様書【第１.６版】の策定に係る意見照会(１２月実施） 

あ（３）意向調査による市町村の最新の導入意向等の把握(１月実施） 

 ２ マイナ保険証の周知広報等 

   ホームページやＳＮＳを活用した広報等により、マイナ保険証の普及促進に努めた。 
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項目 取組状況 

 ② 保険者努力支援制度の活用 

 １ 取組評価分（都道府県分）の評価項目である「医療費分析による市町村支援」や     

「市町村事務の広域的及び効率的な運営の推進」などの取組を実施。 

 ２ 事業費分を活用した「国保ヘルスアップ支援事業」として、ＫＤＢ（国保データベース）

システムの健診結果・レセプトデータ等の分析や特定健診受診促進のための広報を実施。 

➤ 課題と今後の取組 

事務の効率化・標準化について、将来的な保険料水準の統一を見据えつつ、市町村と議論・検討を実施していく。 

また、健康増進などの医療費適正化の取組について、引き続き、保険者努力支援制度交付金を活用して取り組んでいく。 

 

７ その他の取組 

（運営方針Ｐ２８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 

１ 千葉県糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会において国民健康保険における取組状況

を共有することにより、健康増進に関する計画である「健康ちば２１」の施策と連携。 

２ 「千葉県高齢者保健福祉計画」に掲げる「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」の

取組を推進するため、千葉県後期高齢者医療広域連合及び千葉県国民健康保険団体連合会

と協力して、市町村の担当者を対象に取組の促進に向けた研修会を実施。（２月実施予定） 

 

② 被用者保険等との連携 

被用者保険、市町村国保等の代表者が連携・協力して地域の特性に応じた健康づくりを   

行うことを目的とした、千葉県保険者協議会において健康増進・医療費適正化に関する    

以下の事業を実施。 

（１）特定健診・特定保健指導の実施に向けた人材育成研修会（１０月実施） 

（２）後発医薬品普及啓発（電車中吊り広告掲出（２月実施予定）、普及啓発品の作成・配付）

等 

 

➤ 課題と今後の取組 

引き続き、健康ちば２１や千葉県高齢者保健福祉計画などの各計画における施策との連携を図り、県民の健康の保持の

推進及び医療の効率的な提供の推進に取り組んでいく。 

被用者保険等との連携については、千葉県保険者協議会の場を通じて事業を行っていく。 

 

 


